
 

 

 

 

 

 

令  和  ３  年  

岩見沢市議会第４回定例会提案理由説明書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 

議案第６５号  

令和３年度岩見沢市一般会計補正予算について（第９号）  

 

歳出におきまして、子育て世帯への臨時特別給付金事業及

び暖房費緊急支援事業に係る所要額について補正することと

いたしました。  

一方、歳入におきましては、国庫支出金及び基金繰入金を

見込み、  

歳入歳出それぞれ            5 億 73,500 千円を

追加することといたしました。  

 

議案第６６号  

岩見沢市墓地使用条例の一部改正について  

 

 孫別墓地の廃止に伴い、所要の規定の整備を行うものであ

ります。  

 

 

 

 

 

 



２ 

議案第６７号  

岩見沢市国民健康保険条例の一部改正について  

 

 国民健康保険法施行令等の一部改正に伴い、国民健康保険

料の未就学児に係る被保険者均等割額の減額及び出産育児一

時金の支給額の変更を行うほか、所要の規定の整理を行おう

とするものであります。  

 

議案第６８号  

岩見沢市新産業支援センター条例の一部改正について  

 

 新たなビジネス展開による雇用の創出及びテレワーク等

の働き方の変革による首都圏等からの企業進出を促すため、

新産業支援センターの施設種別、使用料、区分について改定

しようとするものであります。  

 

 

 

 

 

 

 



３ 

議案第６９号  

岩見沢市土地開発公社の解散について  

 

 岩見沢市土地開発公社が保有する土地の処分及び借入金に

係る債務整理が完了する見込みとなり、同公社定款第２７条

第１項の同意を得たことから、同公社を解散することについ

て、公有地の拡大の推進に関する法律第２２条第１項の規定

により、議決を得ようとするものであります。  

 

議案第７０号  

工事請負契約の締結について  

 

 旧本庁舎解体工事につきまして、松浦建設株式会社が落札

しましたので、工事請負契約を締結しようとするものであり

ます。  

 

議案第７１号  

岩見沢市立栗沢認定こども園の指定管理者の指定について  

 

 指定管理者として、特定非営利活動法人栗沢保育会を指定

しようとするものであります。  

 



４ 

議案第７２号  

令和３年度岩見沢市一般会計補正予算について（第１０号） 

 

歳出におきまして、財産管理事業、小学校管理事業、中学

校管理事業、公共用地等造成費繰出金等に係る所要額及び予

備費について補正することといたしました。  

一方、歳入におきましては、国庫支出金、基金繰入金、諸

収入を見込み、  

歳入歳出それぞれ            7 億 91,990 千円を

追加することといたしました。  

 

議案第７３号  

 令和３年度岩見沢市特別会計国民健康保険費補正予算に

ついて（第１号）  

 

歳出におきまして、償還金に係る所要額及び予備費につい

て補正することといたしました。  

一方、歳入におきましては、令和２年度繰越金を見込み、  

歳入歳出それぞれ                       3 億 65,137 千円を  

追加することといたしました。  

 

 



５ 

議案第７４号  

 令和３年度岩見沢市特別会計公共用地等造成費補正予算

について（第１号）  

 

歳出におきまして、宅地分譲費に係る所要額について補正

することといたしました。  

一方、歳入におきましては、一般会計繰入金を見込み、  

歳入歳出それぞれ                         15,400 千円を  

追加することといたしました。  

 

議案第７５号  

 令和３年度岩見沢市特別会計高等学校費補正予算につい

て（第２号）  

 

歳出におきまして、学校管理費に係る所要額について補正

することといたしました。  

一方、歳入におきましては、国庫支出金及び一般会計繰入

金を見込み、  

歳入歳出それぞれ                           250 千円を  

追加することといたしました。  

 



６ 

議案第７６号  

令和３年度岩見沢市病院事業会計補正予算について  

（第３号）  

 

 収益的支出におきまして、総合病院医業費用及び栗沢病院

医業費用における燃料費を増額するとともに、総合病院医業

費用及び栗沢病院医業費用における薬品費を減額することと

いたしました。  

 

議案第７７号  

令和３年度岩見沢市下水道事業会計補正予算について  

（第１号）  

 

収益的収入におきまして、不用品売却額の増に伴う不用品

売却収益の増額を行い、収入の総額を  

31 億 64,001 千円と

いたしました。  

一方、資本的支出におきましても、不用品売却収益の増に

伴う返還金の増額を行い、支出の総額を  

20 億 87,551 千円と

いたしました。  

 



 

 

 

 


